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平成２３年１１月４日(１２：００） 

 

平成23年11月２日の奄美地方における大雨による被害にかかる 

災害救助法の適用について（第１報） 
 

１ 災 害 の 概 要        

 

 大雨による被害により、鹿児島県大島郡瀬戸内町において住家に多数の被害が生じたため、鹿児島県は

災害救助法の適用を決定した。 
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【鹿児島県】 

大島郡瀬戸内町 

（ｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁｮｳ） 
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11月3日12:00現在 

 

 

 

 

２ 今までにとられた措置 

 

   避難所の設置 等 


